
「宅建」高速解法テクニック講座 ベストセレクション過去問

開発許可の要否（問題編）～都市計画法[06]より

解答 出題 正解

1

区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地

の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならな

い。

H29-17-4 ×

2
市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000㎡

の開発行為は、都市計画法による許可を受ける必要がある。
H24-17-ア ×

3

区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡

の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければな

らない。

R03-16-4 ×

4
市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う１haの開発行為を行おうとする者は、

あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
R04-16-1 ×

5
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において

行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
H23-17-4 ◯

6

準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡

の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければな

らない。

H30-17-4 ×

7
市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行わ

れる1,200㎡の開発行為については開発許可が必要である。
H26-16-イ ◯

8
市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の

変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
R01-16-4 ×

9
準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとす

る者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
R01-16-1 ◯

10
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、

都道府県知事の許可を受けなくてよい。
H30-17-3 ◯



「宅建」高速解法テクニック講座 ベストセレクション過去問

開発許可の要否（問題&解答編）～都市計画法[06]より

解答 出題 正解

1

区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地

の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならな

い。

H29-17-4 ×

2
市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000㎡

の開発行為は、都市計画法による許可を受ける必要がある。
H24-17-ア ×

3

区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡

の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければな

らない。

R03-16-4 ×

4
市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う１haの開発行為を行おうとする者は、

あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
R04-16-1 ×

5
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において

行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
H23-17-4 ◯

6

準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡

の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければな

らない。

H30-17-4 ×

7
市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行わ

れる1,200㎡の開発行為については開発許可が必要である。
H26-16-イ ◯

8
市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の

変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
R01-16-4 ×

9
準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとす

る者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
R01-16-1 ◯

10
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、

都道府県知事の許可を受けなくてよい。
H30-17-3 ◯


